
教 第 ３ 号 議案

神 戸 市 立 小 ・ 中 学 校 ・ 義 務 教 育 学 校 特 別 支 援 学 級 並 び に 特 別 支 援 学 校

小 ・ 中 学 部 教 科 用 図 書 選 定 委員 会 設置 規 則 を 制定 す る件

 神 戸 市 立 小・中 学 校・義 務 教 育 学校 特 別 支 援学 級 並び に 特 別 支援 学 校小・中

学 部 教 科 用図 書 選 定 委 員 会 設 置 規 則を 次 の よ うに 制 定す る 。  

平 成 28年 ４ 月 12日 提 出

神 戸 市 教 育委 員 会

教 育 長  雪  村  新  之  助

神 戸 市 立 小 ・ 中 学 校 ・ 義 務 教 育 学 校 特 別 支 援 学 級 並 び に 特 別 支 援 学 校

小 ・ 中 学 部 教 科 用 図 書 選 定 委員 会 設置 規 則

（ 設 置 ）  

第 １ 条  執行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 する 条 例（ 昭和 31年 11月 条 例 第 36号 ）第１ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り ，神 戸 市 立 小・中学 校・義 務 教 育学校 特 別 支 援学 級 並び

に 特 別 支 援学 校 小・中 学 部 教 科 用図書 選 定 委 員会（以下「 選定 委 員 会」と い

う 。） を 設置 す る 。  

（ 担 任 事 務）  

第 ２ 条  選定 委 員 会 は ，学 習 指 導 要 領 及 び 神 戸 市特 別 支援 学 校 教 育課 程 編成 の

手 引 に 則 して ，平成 29年 度 に 神 戸 市立 小・中 学 校・義 務教 育 学 校 特別 支 援学

級 並 び に 特別 支 援 学 校 小・中 学 部 に おい て 使 用 する 教 科用 図 書 に 関し て調査

審 議 す る 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条 選定 委 員 会 は ， 委 員 20人 以内 で 組 織 する 。

２ 委 員 は， 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら ， 教 育 委 員 会 が 委 嘱 し ， 又 は 任 命 す る 。 

(1) 学 識 経 験 を 有 す る 者

(2) 保 護 者 代 表

(3) 青 少 年 関 係 団 体 代 表

(4) 市 職 員

(5) 各 号 に掲 げ る 者 の ほ か ， 教 育 委員 会 が 特 に必 要 があ る と 認 める 者
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（ 任 期 ）

第 ４ 条 委員 の 任 期 は ， 平 成 28年 ８月 31日 ま でと す る。

（ 会 長 ）

第 ５ 条 選 定 委 員 会 に 会 長 を 置 き ，委 員 の 互 選に よ り選 出 す る 。

２ 会 長 は ， 会 務 を 総 理 し ， 選 定 委員 会 を 代 表す る 。  

３ 会 長 に事 故 あ る と き は ，会 長 があ ら か じ め指 名 する 委 員 が ，そ の 職務 を 代

理 す る 。

（ 議 事 ）

第 ６ 条 選定 委 員 会 は ， 会 長 が 招 集し ， 会 長 がそ の 議 長 と な る 。

２ 選 定 委員 会 は ，委 員 の 過 半 数 が出 席 し な けれ ば ，会 議 を 開 き，議 決す るこ

と が で き ない 。  

３  選 定 委員 会 の 議 事 は ，出 席 委 員の 過 半 数 で決 し ，可 否 同 数 のと き は，議長

の 決 す る と こ ろ に よ る 。

（ 会 議 の 非公 開 ）  

第 ７ 条  選定 委 員 会 は ， こ れ を 非 公開 と す る 。

（ 神 戸 市 立 学 校 教 科 用 図 書 調 査 員 会）

第 ８ 条 選 定 委 員 会 に ， 神 戸 市 立 学 校 教 科 用 図 書 調 査 員 会 （ 以 下 「 調 査 員 会 」

と い う ） を置 く 。

２ 調 査 員会 は ， そ の 調 査 結 果 を 選定 委 員 会 に報 告 する 。

３ 第 ２ 条に 規 定 す る 選 定 委 員 会 の審 議 に あ たっ て は ，調 査 員 会 にお い て調 査

研 究 さ れ た報 告 を 参 考 に す る も の とす る 。

（ 庶 務 ）  

第 ９ 条  選定 委 員 会 の 庶 務 は ，教 育 委員 会 事 務 局指 導 部特 別 支 援 教育 課 にお い

て 処 理 す る。  

（ 施 行 細 目 の 委 任 ）

第 10条  この 規 則 に 定 め る も の の ほか ，議 事 の 手続 そ の他 選 定 委 員会 の 運営 に

関 し 必 要 な事 項 は ， 会 長 が 選 定 委 員会 に 諮 っ て定 め る。

附  則
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（ 施 行 期 日 ）

１  こ の 規則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行す る 。

（ 失 効 ）  

２ こ の 規 則 は ， 平 成 28年 ８ 月 31日限 り ， そ の効 力 を失 う 。

理    由

神 戸 市 立 小 ・ 中 学 校 ・ 義 務 教 育 学 校 特 別 支 援 学 級 並 び に 特 別 支 援 学 校 小 ・ 中 学

部 教 科 用 図 書 選 定 委 員 会 を 設 置 す る に あ た り ， 規 則 を 制 定 す る 必 要 が あ る た め 。
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